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１　申請上の注意 

(1) 物品調達等競争入札参加者資格審査の申請について 
下妻市では、競争入札等に参加する者に必要な資格を定め、公示していま

す。この申請は、下妻市の物品の調達及び役務の提供（建設工事に係る測量、

調査、設計及び工事監理に関するものを除く。）に関する入札参加資格の申請

を行うためのものです。 
 

(2) 申請条件 
申請者は次に掲げる者に該当しないことが条件です。 

ア　　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号））第 167 条の４第１項に規

定する当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の

決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる者 
イ　　営業に関し、法令の規定に基づき、官公署の許可、認可等を必要とす

る場合においてこれを得ていない者 
ウ　　経営状態が著しく不健全であると認められる者 
エ　　申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載

をしなかった者 
 

(3) 注意事項 
ア　　申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載したこと、又は重要な事実

について記載しないことが判明した場合は、資格を取り消すことがありま

す。また、申請内容に重大な誤りがあった場合においても、虚偽申請とみ

なして資格を取り消すことがありますので、十分注意してください。 
イ　　審査の結果、入札参加資格を有すると認められた際は、「有資格者名簿

(物品・役務)」に登載されますが、これによって必ずしも入札への参加が

約束されるものではありません。 
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２　申請について 

(1)申請の流れについて 
 ア　申請スケジュール 

　 

イ　申請期間及び提出方法 

令和８年２月１日 から 令和８年２月２８日　郵送のみ（消印有効） 

 

ウ　有効期間 

　　令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 

 

エ　申請に係る補正について 
申請内容や添付書類に不備がある場合は、補正の連絡（メール）をしま

す。申請内容の訂正や添付書類の再提出については、別途指示します。 
申請内容や添付書類が整備された段階で、審査の手続きに入ります。 

 

オ　審査結果の通知 
審査の結果、入札参加資格を有する者と決定した場合は、My ページ（仮

受付完了をお知らせするメールに URL が添付されます。）から登録番号の

確認及び、登録証の印刷ができます。なお、ハガキや返信用封筒を使って

の受領証発行は行いませんのでご注意ください。 
申請から審査の完了までは 10 日程度かかる予定です。 
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３　資格審査申請書類について 

下記事項に注意してチェックリストの書類を揃えて提出すること。 

・Ａ４ファイル左綴じ（黄色で留め具が金具でないものを使用） 

・表紙に「令和 8年度入札参加資格審査申請書」および「商号」、背表紙に

「商号」を記載すること 

・「物品調達等入札参加資格審査申請書兼委任状」が一番上になるように綴

じること。 

 

(1)チェックリスト 

 

 
チェック 書　類　等　名 原本の別等

 
□ 物品調達等入札参加資格審査申請書兼委任状

申請フォームで作成 

My ページから印刷

 
□ 希望営業品目一覧

申請フォームで作成 

My ページから印刷

 
□

物品納入・提供役務等経歴書 

（直近 2年間の希望営業品目における実績）
ホームページに掲載の様式

 
□

営業許可書・特約店・代理店認可許可書 

（希望営業品目に関するもの）
写し可

 
□

登記簿謄本 

（個人の場合にあっては、代表者の身分証明書）

申請日以前 3ケ月以内の 

証明日のもの（写し可）

 
□ 使用印鑑届

様式第 2号 

（第 4条関係）

 
□ 印鑑証明書

申請日以前 3ケ月以内の 

証明日のもの（写し可）

 
□

直近の納期到来分までの未納がないことが分かる証明

書（※納税証明書の注意事項を確認すること）

申請日以前 3ケ月以内の 

証明日のもの（写し可）

 
□ 直近 1年分の財務諸表又は決算書 写し可
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(2)納税証明書の注意事項ついて 
 

「納税証明書」は、申請日以前３ヶ月以内の証明日のものとします。下表に示

す所在地区分に応じて必要な書類を提出してください。 
 

（提出例） 

・下妻市内の本店で申請　　市税・県税（茨城県）・国税の 3 種類 

・茨城県内の本店で申請　　県税（茨城県）・国税（本店所在地を管轄する税務署のもの）の 2 種類 

・茨城県内の委任先で申請　県税（茨城県）・国税（本店所在地を管轄する税務署のもの）の 2 種類 

・茨城県外の本店で申請　　国税（本店所在地を管轄する税務署のもの）の 1 種類 

・茨城県外の委任先で申請　国税（本店所在地を管轄する税務署のもの）の 1 種類

 

区分

本店の所在地区分 

（委任なしの場合はこちら）

委任先の所在地区分 

（委任ありの場合はこちら）
備考

 下妻 

市内

茨城 

県内

茨城 

県外

下妻 

市内

茨城 

県内

茨城 

県外

 

証
明
書
の
種
類
及
び
発
行
場
所

市税 

(法人

市民 

税等)

所在地の市

町村
－ － － － － －

 

下妻市 〇 － － 〇 － －

市民税について未納税額

のない証明書「完納証明

書」

 
県税( 

県

民・ 

事業 

税等)

所在地の都

道府県
－ － － － － －

茨城県の「未納がないこ

との証明等」様式 40 号

の 4（ア）により茨城県

税事務所で証明を受けて

ください。

 

茨城県 〇 〇 － 〇 〇 －

 

国税

(消費

税)

管轄する税

務署
〇 〇 〇 〇 〇 〇

国税庁の様式で、法人は

その 3 の 3、個人事業者

はその 3 の 2（本店の所

在地を管轄する税務署か

ら発行された証明書）
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４　申請フォーム入力の注意点 

(1)入力について 

　・商号と略号の間にスペースを入れないこと。 

　・フリガナはすべて全角カタカナとする。 

　・所在地等の入力において指示がない場合、数字は全角とする。 

　・申請書の日付は作成日が反映されますが、２月１日以前の日付でも差支えあ

りません。 

 

(2)商号又は名称 

株式会社等法人の種類を表す文字については、下表の略号を用いること。 

※環境依存文字は使用せず、カッコは半角とすること。 

※　公益社団法人→(公社)、一般社団法人→(一社) 
　　公益財団法人→(公財)、一般財団法人→(一財) 
 

(3)入札に参加を希望する営業品目について 

希望する品目について別途ファイルから確認し、申請フォームに入力すること。 

 

〇営業品目番号の考え方について 

営業品目「１印刷・製本」に関する 614～630 までの全てを希望する場合には

申請フォームに「613 全般取扱」を入力してください。そうでない場合は、個

別の番号を入力してください。 

 種類 株式会社 有限会社 合同会社 合資会社 合名会社

 略号 (株) (有) (合) (資) (名)

 種類 協同組合 協業組合 企業組合 財団法人 社団法人

 略号 (同) (業) (企) (財)※ (社)※

希望する営業品目番号を 
申請フォームへ入力します。 
考え方については下記参照。
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５　申請フォームへの進み方・入力方法 

  下妻市ホームページＵＲＬ https://www.city.shimotsuma.lg.jp/   

(1)トップページから競争入札参加資格審査申請画面まで 
①画面左下の「観光・ビジネス・産業」をクリック 

②「入札・契約」をクリック 

③「競争入札参加資格審査申請」をクリック 

 

 

④「令和 8年度下妻市物品調達等競争入札参加資格審査申請の追加受付につい

て」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①☞

②☞
③☞

④☞

https://www.city.shimotsuma.lg.jp/
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(2)申請フォームの入力について 
　①「☞申請書・希望営業品目一覧の作成」をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　②書類作成者情報の入力 
　　書類作成者のメールアドレス宛てに仮受付完了メールが届きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここをクリック

書類作成者情報に記載したメールアドレス

宛てに仮受付完了メールが届きます。

株式会社等の略号は P.7 の「申請フォーム

入力の注意点」を参照してください。

※代理人による申請の場合 

「商号又は名称」は本社情報と統一

し、部署名及び担当者氏名は代理人の

情報を入力するようにしてください。 

例　部署名：○○行政書士事務所 

　　担当者氏名：代理人氏名



10 

③本社情報の入力 

 

 
④委任先の有無を選択 

 

委任先が無く「無」を選択した方は、⑥へ進んでください。 
 

①商号と略号の間にスペースはいれないこと。 

②株式会社等の略号は P.7 の「申請フォーム入力

の注意点」を参照してください。

「代表取締役」等の職名は 

忘れずに入力してください。



11 

⑤委任先情報の入力 

 

 
 

委任事項への同意を忘れずにチェックしてください。

「支店長」等の職名は忘れ

ずに入力してください。
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⑥希望営業品目一覧の作成 

 

 

＋を押すと品目を追加できます。 

×を押すと品目を削除できます。

①事前に確認済みの希望営業品目番号を入力すること。 

一行に一品目を入力できます。 

②営業品目番号の考え方については P.7「申請フォーム

入力の注意点」の(3)を参照してください。



13 

⑥入力内容確認画面 

 
 

各項目への申請内容に誤りが無いか

よく確認してください。
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⑦仮受付完了画面 

 
⑧My ページ画面 

 

⑨申請書・希望営業品目一覧の印刷方法 

 
 

〇〇〇〇

審査が完了するまでは、「処理中」と表記されま

す。登録が完了すると登録番号に変わります。

ここから「Myページ」で申請内容を 

確認できます。

リストの中から、希望営業品目の件数に応じた

書式を選択し、「申請書出力」をクリックしてく

ださい。印刷が完了したら、右上の×ボタンでウ

インドウを閉じられます。

申請日はデータの入力日が自動入力されま

すが、２月１日以前でも差支えありません。
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６　申請内容の訂正方法 

入力内容に誤りがあった場合、申請期間内に限り「My ページ」から申請内

容の訂正ができます。書類の提出をした後に訂正が生じた場合は「My ペー

ジ」から再度申請書を印刷し提出してください。 

 

７　登録証の印刷 

登録完了後は受領書兼登録書を印刷することができます。ハガキや返信用封

筒を使っての受領証発行は行いません。 

「編集する」から申請内容

の訂正ができます。

リストから「受領書兼登録証」を選んで、

「申請書出力」をクリックしてください。


